
1

災害復旧事業計画等作成業務に係る
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公立学校施設が災害で被災した場合、一日も早い教育環境の復旧を図るため、
災害復旧事業費のうち２／３を国庫負担（補助）する制度。

【災害の定義】
〇降雨： 最大２４時間雨量８０ミリメートル以上又は時間雨量が特に大である場合
〇暴風 ：最大風速１５メートル毎秒以上（１０分間平均の風速）
〇こう水、高潮、津波、地震等：被害の程度が軽微と認められないもの

【適用除外】（都道府県の場合）
災害による被害額が採択対象下限額に達していないもの
〇建物（附属設備含む）、工作物（囲障・プール等）、土地（擁壁・排水溝等） ８０万円未満

【復旧費算出】
〇被災施設を原形に復旧するものとして算出することを原則
〇原形復旧が不可能な場合、当該施設の従前の効用を復旧
〇原形復旧が著しく困難又は不適当な場合は、当該施設に代るべき必要な施設を復旧

公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業 （ 概 要 ）
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災害報告(速報)作成

（発生後速やかに）

災害発生

災害報告書作成

文部科学省大阪府教育庁

（提供）

(事前着工届
作成)

現地調査
・被害状況調査(被害額概算)

・被害写真(動画可)の記録
・被害写真・撮影位置図

被害・復旧図作成
・被害配置(数量)図作成
・復旧図作成

修繕費用の積算等
・工事費積算内訳書作成
（仕様書(案)作成）

被害学校の図面等の確認

建築士事務所等

調査業務報告書

災害復旧事業計画等作成業務の事務手続きについて（イメージ図）

事業計画書作成

（提出）

（提出）

（提出）

（提出）

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ
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作成書類について

資料
区分

書類名称 様式名

Ａ

① 現地調査記録簿 参考様式１

② 被害写真（動画可） 任意

③ 被害写真・撮影位置図 配置図(提供)を使用

Ｂ

④ 被害配置図（被害内容・数量等） 配置図等を使用

⑤ 復旧図（配置図、平面図、立面図、詳細図等） 配置図等を使用

Ｃ ⑥ 復旧の国庫負担（補助）対象工事費積算内訳書 別紙３

Ｄ

⑦ 国庫負担（補助）事業計画書 様式５

⑧ 災害復旧事業学校別表 別紙１
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作成書類について

資料Ａ
現地調査記録簿（参考様式１）

現地調査をふまえ建物ごとに作成。
主に被害状況、改修方法の案を記載。
これに被害写真、撮影位置図を添付。
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作成書類について

資料Ａ
被害写真、撮影位置図・・・建物ごとに撮影した場所がわかるように配置図に記載。
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被害写真の撮り方（例）

地震により柱に亀裂を生じた例
・長さは始点終点の数値
・幅はクラックスケール等にて
数値が分かるように写す。
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被害写真の撮り方（例）

台風により屋根防水に被害を生じた例
・被害範囲の数値が分かるように写す
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資料Ｂ
被害配置図

被害箇所（被害内容・数量等）
について、配置図に学校ごと記載。

作成書類について
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資料Ｂ
復旧図（配置図、平面図、立面図等）

復旧方法について配置図、平面図、
立面図等に学校ごとに記載。

注意事項
①見積り書と復旧方法及び数量等が
一致するようにしてください。

②数量がわかるように寸法等の記載
をするようにしてください。

③右記図面で数量等がわかりにくい
場合は簡単で良いので数量がわか
るような図面（詳細図等）を作成して
ください。

作成書類について
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資料Ｃ （別紙３） 建物補修復旧
国庫負担（補助）対象工事費積算内訳書

見積り書などを参考に復旧工事にかかる
内訳書を学校ごとに作成。

注意事項
①棟ごとに小計を記入。
②数量は復旧図と一致させること。
③備考欄は「積算単価(見積り等)」を記載。
④共通仮設費には交通誘導員等を計上。
※交通誘導員が必要な場合は人数の
根拠もわかるようにすること。

④諸経費は直接工事費と共通仮設費の
計に対して15％の計上をし、工事価格
が千円単位となるように端数調整する。

⑤工事費合計で千円未満は切り捨てる。

※工作物は別途（別紙４）

作成書類について
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資料Ｄ

様式５

（本資料については、先の「国庫負担（補
助）対象工事費積算内訳書」を取りまとめて
大阪府が作成します）
学校名、工事費、事務費（工事費の1/100）
を記載する。※別紙１の内容を転記。
その他の欄は記載不要。

担当するすべての学校を記載。

作成書類について

大阪府知事 〇〇〇〇

〇〇〇〇
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資料Ｄ

別紙１
記載事項は以下のとおり、学校ごとに作成。
・学校名、所在地
・大破以下の欄及び建物以外の工作物の欄
・被害金額計、経費の種目
・完成予定月

注意事項
①面積、構造は記載不要。
②被害金額は府から提供している学校の被害
一覧に記載している対象項目の合計金額。

③全事業計画と国庫負担対象工事分は同じ
金額を記載。

④建物以外の工作物について学校で複数ある
場合は代表のものを記載。（○○等）

⑤事務費は工事費の1/100を記入。
※千円未満切捨て

⑥完成（予定）は工期を検討し、概算で問題な
いので記載。

作成書類について
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資料Ｄ

被害の状況

学校ごとに作成し、被害の内容を具体
的かつ簡潔に記載。

作成書類について



15

その他（参照資料）

調査方法や資料作成の詳細については、

・右記 「文教施設災害実務ハンドブック」
（文教施設災害復旧法令研究会編著：第一法規）

・下記 「文部科学省ホームページ」を参照願います。

文部科学省ホームページ

「公立学校施設の災害復旧について」へのリンク
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/011101.htm

「災害復旧事業に係る事務書式」へのリンク
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/011101/shoshiki.htm
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その他（定義）

・施設の定義
①建物
柱、梁、屋根を有し、その一部または全部が壁、建具等によって風雨を防ぎ内部の高さ2.0ｍ
を越える独立した構造物（簡易な小規模構造物を除く）の校舎（調理場を含む）、屋内運動場
及び寄宿舎で当該学校の使用に供されているもの。
②建物以外の工作物
土地に定着する工作物のうち、建物及び土地造成施設を除いたもの。（囲障、プール等）

・建物の被害区分
（１）全壊（新築復旧が必要）
建物の全部又は一部が滅失又は倒壊し、新築する必要のある状態。

（２）半壊（新築復旧が必要）
建物に主要構造部が相当被災し、補強して復旧することが著しく困難又は不適当で改築
しなければならない状態。

（３）大破（補修復旧）
主要構造部がかなり被災したが、補強復旧をすることが可能な状態。

（４）大破にいたらないもの（補修復旧）
主要構造部の一部又はそれ以外の部分が被災し、補修又は補強して復旧することが可能
な状態。
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その他（注意事項等）

・現地調査の際、対象範囲など不明確な場合は大阪府に連絡してください。

・国庫補助申請の対象となるものは、あくまで災害による破損になります。経年劣化に
よる破損等は対象外になります。（雨漏り等）判断が難しければ大阪府と協議願います。

・その他、ご不明点などについては、下記連絡先までご連絡してください。

連絡先
大阪府教育庁施設財務課 施設管理グループ
住所：540-8571 大阪市中央区大手前3丁目 大阪府庁別館3階
電話：06-6944-6916,06-6944-6898 Fax：06-6944-6900


